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１. 事業概要 

（１） 事業の目的 

本事業では、科学技術振興機構（以下、「ＪＳＴ」とする）の企業化開発事業に採択され

た課題で、博士号を取得後に任期付きで大学等に雇用されている者等の高度研究人材（以

下、「ポストドクター」とする）を雇用する企業等を緊急に支援します。企業等の研究開発

等の活性化・高度化を図るため、ポストドクターを雇用し、その専門的能力・知識を積極

的に活用する企業等を支援するとともに、ポストドクターから民間企業へのキャリアパス

形成を促進することを目的としています。 

（企業等とは株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、組合、病院、特例民法法人を指す。） 

 

（２） 事業の概要 

高度研究人材活用促進事業は、以下に示す３つの段階で実施されます。 

①企業等の応募の段階 

・ ポストドクターの雇用を希望し、かつ自社の研究開発にポストドクターを活用する計

画がたてられている企業等の応募を受け付けます。ＪＳＴは応募の中から委託する企

業等を決定します。 

②マッチングの段階 

・ ＪＳＴは企業等の人材募集をポストドクターへ周知する機会を設けるため、『研究者

人材データベース ＪＲＥＣ－ＩＮ』やシンポジウム等の場を提供します。 

③支援開始の段階 

・ 企業等が計画に必要なポストドクターを雇用（任期付きを含む）します。 

・ 計画に則り、ポストドクターを活用した研究開発を企業等が開始します。 

・ ＪＳＴは企業等に支援費用を支出します。 

 

（３） 応募の要件 

① ＪＳＴ企業化開発関連事業の課題担当者がポストドクターと研究を実施すること。

また、ポストドクターが参画する企業等の具体的な計画が立案できていること。な

お、複数のポストドクターの雇用も可能です。 

② ＪＳＴ企業化開発に関連する事業（具体的な事業は「Ｑ＆Ａ」Ａ２を参照）に採択

され、実施している課題もしくは平成１９年４月１日以降に終了した課題であるこ

と。 

③ 研究開発をさらに加速させていくために、具体的な計画が立案できていること。 

④ 企業等において、ポストドクターの人材育成の取り組みが計画されていること。ま

た、支援終了後の構想が提案されていること。 

⑤ 企業等として申請を事前に了解していること。 
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（４） 申請者の要件 

１）企業等の要件 

 研究開発を行う日本国の法人格を有する企業等であること。（今回の公募はＪＳＴ

企業化開発に関連する事業（具体的な事業は「Ｑ＆Ａ」Ａ２を参照）の課題に限

ります。採択件数により第２回公募を実施する場合があります。） 

（参考）企業等が雇用するポストドクターは企業等の雇用基準による。 

※ 企業等はポストドクターの求人情報を『研究者人材データベース ＪＲＥＣ－Ｉ

Ｎ』へ登録します。本事業に関心のあるポストドクターは『研究者人材データベース 

ＪＲＥＣ－ＩＮ』をご利用ください。 

 

（５） 事業全体の管理・運営 

プログラムディレクター（以下「ＰＤ」とする）及びプログラムオフィサー（以下「Ｐ

Ｏ」とする）、外部有識者（学識経験者、産業界の経験者等）により、審査や事後評価等

を実施します。 

① 企業等の応募に対してＪＳＴは審査を実施し、採否を企業等に通知します。採択

となった企業等は『研究者人材データベース ＪＲＥＣ－ＩＮ』へ登録し、企業

等は雇用（任期付を含む）を開始します。 

  『研究者人材データベース ＪＲＥＣ－ＩＮ』 

  http://jrecin.jst.go.jp/seek/SeekTop 

② 企業等がポストドクターの雇用を内定した場合、ＪＳＴへ速やかに連絡し、実施

計画書、ポストドクターの履歴書等を提出します。ＪＳＴは実施計画書をもとに

企業等と委託研究契約を締結します。 

③ ＪＳＴは必要に応じて書類の確認や実施場所の現地調査を行い、進捗状況を把握

します。 

④ 支援終了時にＪＳＴは完了報告書の提出を企業等に求めます。 

⑤ 支援終了後にＪＳＴは事後評価等を実施します。 

 

２. 支援費用等 

（１） 支援費用の額   

１人につき、原則４８０万円以内  

（間接経費を含む。直接経費は主として人件費とする。） 

 
（２） 支援人数   

    １００人程度（企業等に雇用されるポストドクター数） 
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         【 事 業 の 概 要 】 

 

（３） 支援期間   

   原則として、ポストドクターを雇用してから１年以内 

 

（４） 支援費用の手続き 

企業等がポストドクターの雇用内定後、下記の書類をＪＳＴに提出し、ＪＳＴと委託

研究契約を締結します。契約に従ってＪＳＴは支援費用を支出します。 

  ① 実施計画書 

  ② ポストドクターの履歴書 

  ③ 雇用に関する書類（内定書や雇用通知書） など               

  なお、企業等への支援が決定して４ヶ月以上経ても企業等がポストドクターを雇用す

る段階にないとＪＳＴが判断した場合、ＪＳＴは支援費用を支出しません。 

 

（５） 直接経費の費目 

ＪＳＴは原則として計画に従った内訳で企業等に支出します。なお、人件費を企業等

負担とする場合は、研究費や人事研修等に充当することは可能です。費目は以下の通り

です。            

①人件費 （優先事項） 

「人件費」とはポストドクターの雇用（任期付きを含む）に要する経費を指します。 
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②設備備品費 

「設備備品費」とは、研究開発を遂行するための設備（機械・装置）・物品等の購

入、製造、改造、又は据付等に必要な経費です。 

③消耗品費 

「消耗品費」とは、研究開発を遂行するための原材料、消耗品、消耗器材、薬品

類等の調達に必要な経費です。 

④旅費 

「旅費」とは、本事業を遂行するための打合せ、各種調査、講習会への参加、成

果発表等の実施に必要な旅費、交通費、滞在費で、計画に明記された参加者を対象

とします。 

⑤その他 

    上記の費目に該当しない経費です。なお、研究開発を遂行するために必要な経費

に限ります。 

 

（６） 間接経費 

「間接経費」とは、この支援費用（直接経費）を効果的・効率的に活用できるように

するため、研究者の環境の改善などに資するための経費です。 

間接経費は、直接経費の 30％を上限とします。 

 

（７） 支出できない経費 

① 研究の実施に関連のない経費  

② 研究の遂行に必要な経費であっても、次の経費は支出することができません。  

１）建物等施設の建設、不動産取得に関する経費      

   ２）研究期間中に発生した事故、災害の処理のための経費  

    ３）リースの容易な設備等を購入するための経費 

  ４）研究の核心にあたる研究を第三者機関に再委託する経費（物性評価等、研究

効率向上のための委託は可能） 

    ５）学会の年会費、食事代、懇親会費（学会の参加費、旅費は支出可能） 

   ６）その他委託研究受け入れ側でも説明のできない経費 

     

３． 審査 

（１） 審査の方法 

ＰＤ・ＰＯ・外部有識者により審査を実施します。申請者から提出された申請書類等

の内容について書類審査を行い、採択する企業等を選定します。 

審査は非公開で行われますが、外部有識者のうちで申請課題と利害関係のある評価者

は当該課題の審査から排除されます。また、評価者は審査の過程で取得した一切の情報
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を評価者の職にある期間だけでなく、その職を退いた後についても第三者に漏洩しない

こと、情報を善良な管理者の注意義務をもって管理すること等の秘密保持を遵守するこ

とが義務づけられています。 

なお、審査の経過等に関するお問い合わせには応じられませんのでご了承願います。  

 

（２） 審査の手順 

審査を次の手順により実施します。 

① 形式審査 

提出された申請書類について、応募の要件（申請者の要件、申請金額等）を満た

しているかについて審査します。応募の要件を満たしていないものは、審査の対象

から除外されます。 

② 書類審査 

ＰＤ・ＰＯ・外部有識者により、申請書類の評価を実施します。 

③ 採択する企業等の決定 

書類審査の評価結果を基にＪＳＴが採択する企業等を決定します。採否にかかわ

らず、申請者に結果を通知します。 

 

（３） 審査の観点 

提案された申請書が事業の趣旨に合致しているか、以下の観点から審査します。 

   ① 計画の実行性 

    企業化開発事業の審査の観点に照らして、対象の課題が研究加速に資する計画と

なっていること。またポストドクターの研究能力や資質を想定して、企業等が研

究開発に活用する計画を立案していること。さらに雇用を想定したポストドクタ

ーが研究開発に参画できる待遇、キャリアアップするための研修を必要に応じて

計画に盛り込んでいること。 

   ② 目標設定の妥当性 

 企業等の想定したポストドクターの参画により、研究開発の目標が計画当初の水準

に比べて高く設定されていること。 

 

４. 採択後の責務等 

採択された企業等はＪＳＴと委託研究契約を締結し、計画の実施及び提供される支援費

用の執行について以下の条件を守らなければなりません。 

（１） 企業等の責務等 

① 企業等及び課題担当者は計画遂行上のマネジメントや成果の取扱い等支援の推進

を含む全般についての責任を持たなければなりません。 

② 企業等は課題担当者による実施計画書（締結される契約書の付属書類）の作成や各
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種報告書の提出等を支援しなければなりません。 

 

（２） 経理管理 

企業等は支援費用の経理管理状況を常に把握するとともに、使用にあたって公正かつ

小の費用で 大の効果があげられるように経費の効率的使用に努める必要がありま

す。本研究開発費は国の予算から支出されているため、会計検査の対象となり実地検査

が行われる場合があります。 

 

（３） 評価 

ＪＳＴはＰＤ・ＰＯ・外部有識者によって評価（審査や事後評価等）を実施します。

また企業等の課題を実施する関係者は支援の進捗状況について必要な協力を行うとと

もに、支援の途中における進捗状況及び費用の支出状況について報告を行わなければな

りません。 

   

（４） 取得財産の帰属 

この事業により企業等が取得した設備等の財産の所有権はＪＳＴに帰属します。支援

期間中はＪＳＴから企業等に対して無償で貸与します。支援終了後、ＪＳＴから企業等

に対して固定資産税相当額で有償貸与します。有償貸与期間後その時点での簿価で企業

等がＪＳＴから買い取りの扱いとします。 

 

（５） 知的財産権の帰属等 

この支援により生じた知的財産権（特許権、実用新案権、意匠権、プログラム及びデ

ータベースに係る著作権等権利化された無体財産権及びノウハウ等）については、「産

業技術力強化法第１９条」（日本版バイドール条項）及び「コンテンツの創造、保護及

び活用の促進に関する法律第２５条」を適用し、発明者が所属する機関に帰属します。 

 

（６） 守秘義務について 

企業等は雇用するポストドクターに対して守秘義務を課すこととします。 

 

（７） 成果等の報告及び公表 

企業等は本事業により得られた成果についてＪＳＴに報告を行わなければなりませ

ん。本事業に関連してＪＳＴから公表させていただく場合には予め企業等の承諾を得る

ものとします。また採択された個々の課題に関する情報（制度名、課題名、企業名、課

題担当者名、予算額及び実施期間）については、「独立行政法人等の保有する情報の公

開に関する法律」に定める「公にすることが予定されている情報」とし、採択後適宜機

構のホームページにおいて公開します。 



 - 9 - 

５. 申請書類の作成・提出等 

申請は府省共通研究開発管理システム（e-Rad）を通じて行っていただきます。当該シ

ステムへの企業等及び研究者の事前登録が必要となります。 

（１） 府省共通研究開発管理システムについて 

府省共通研究開発管理システム（e-Rad）とは、各府省が所管する競争的資金制度を

中心として研究開発管理に係る一連のプロセスをオンライン化する府省横断的なシス

テムです。なお、e-Rad を通じて内閣府の作成する政府研究開発データベース※に採択

課題に関する情報を提供します。 
※ 国の資金による研究開発について適切に評価し、効果的・効率的に総合戦略、資源配分

等の方針の企画立案を行うため、内閣府総合科学技術会議が各種情報について、一元

的・網羅的に把握し、必要情報を検索・分析できるデータベースを構築しています。 

 

（２） 府省共通研究開発管理システムの操作方法に関する問い合わせ先 

事業そのものに関する問い合わせはＪＳＴ担当部署にて受け付けます。府省共通研究

開発管理システム（e-Rad）の操作方法に関する問い合わせは、ヘルプデスクにて受け

付けます。 （e-Rad ホームページ  http://www.e-rad.go.jp/） 

事業に関する問い合わせ及び提出

書類の作成・提出に関する手続き

等に関する問い合わせ 

(独)科学技術振興機構 

イノベーション推進本部 

産学連携展開部事業調整担当 

03-5214-7054 (TEL) 

03-5214-7064 (FAX) 

府省共通研究開発管理システム（e

-Rad）の操作方法に関する問い合

わせ 

府省共通研究開発管理 

システム（e-Rad） 

ヘルプデスク 

0120-066-877 

午前9:30～午後5:30 

※土曜日、日曜日、祝祭日

を除く 

 

（３） 府省共通研究開発管理システムの使用に当たっての留意事項 

①システムの利用可能時間帯 

（月～金）午前６：００～翌午前２：００まで 

（日曜日）午後６：００～翌午前２：００まで 

土曜日は運用停止とします。なお祝祭日であっても、上記の時間帯は利用可能です。 

ただし、上記利用可能時間帯であっても保守・点検を行う場合、運用停止を行う

ことがあります。運用停止を行う場合は、ポータルサイトにて予めお知らせします。 

 

②企業等の登録 

応募に当たっては応募時までに府省共通研究開発管理システム（e-Rad）に企業等 

が登録されていることが必要となります。 

所属研究機関（企業等）で１名、府省共通研究開発管理システム（e-Rad）に関す

る事務代表者を決めていただき、事務代表者はポータルサイトより研究機関登録様式



 - 10 -

をダウンロードして、登録申請を（事務分担者を設ける場合は、事務分担者申請も併

せて）行ってください。登録手続きに日数を要する場合がありますので、２週間以上

の余裕をもって登録手続きをしてください。なお、一度登録が完了すれば、他省庁等

が所管する制度・事業の応募の際に再度登録する必要はありません。また、他省庁等

が所管する制度・事業で登録済みの場合は再度登録する必要はありません。 

 

③研究者情報の登録 

所属研究機関（企業等）は課題担当者の研究者情報を登録し、ログイン ID、パスワ

ードを取得することが必要となります。ポータルサイトに掲載されている所属研究機

関向け操作マニュアルを参照してください。 

 

（４） 府省共通研究開発管理システムを利用した応募の流れ  

（次ページの図中※） 
応募情報のハードコピー（応募する際に作成される申請書をプリントアウトしたも

の）および特許公報や論文等の参考文献各５部を簡易書留又は宅配便にてご提出いた

だきます。 
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所属研究機関が行います   府省共通研究開発管理システム（e-Rad）への登録 

機関で１名、事務代表者を決め、ポータルサイトより研究機関登録様式をダウンロードし

て、登録申請を（事務分担者を設ける場合は、事務分担者申請も併せて）行います。登録

手続きに日数を要する場合がありますので、２週間以上の余裕をもって登録手続きをして

ください。                 参照ＵＲＬ：http://www.e-rad.go.jp/ 

研究者が行います       公募要領・申請様式の取得 

府省共通研究開発管理システム（e-Rad）で受付中の公募の一覧を確認して、公募要領と申

請様式をダウンロードします。公募要領についてはホームページから当該ファイルをダウ

ンロードできます。 

                     参照マニュアル：研究者用マニュアル  

研究者が行います     応募情報の入力と提出 

システムに必要事項を入力の上、申請書をアップロードします。 

                 参照マニュアル：研究者用マニュアル 

※応募情報の

ハードコピー

等 

所属研究機関が行います    部局情報、事務分担者情報、研究者情報の登録 

府省共通研究開発管理システム（e-Rad）上で、部局情報、事務分担者（設ける場合）、研

究者（申請する際に代表者となる方）を登録し、事務分担者用及び研究者用の ID、パスワ

ードを発行します。 

                   参照マニュアル：所属研究機関用マニュアル 

ＪＳＴにて応募情報を受理 

所属研究機関が行います     電子証明書のインポート 

システム運用担当から所属研究機関通知書（事務代表者のシステムログイン ID、初期パス

ワード）、電子証明書が届きます。作業用 PC に電子証明書をインポートし、通知書に記載

されたログイン ID、初期パスワードを入力してログインします。 

                   参照マニュアル：所属研究機関用マニュアル 
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（５） 郵送が必要な書類の提出 

応募情報のハードコピー（応募する際に作成される申請書をプリントアウトしたも

の）、特許公報、論文等の写し、企業パンフレットは、簡易書留又は宅配便にてご提

出いただきます。その際には申請者、その企業等の名称、部署名、課題名を明記した

送付状を添付してください。送付先及びこの公募に関する問い合わせ先は以下の通り

です。 

 

【送付先及び問い合わせ先】 

〒１０２－８６６６ 

東京都千代田区四番町５－３ サイエンスプラザ 

独立行政法人科学技術振興機構 イノベーション推進本部 

産学連携展開部 事業調整担当 

電話 ０３－５２１４－７０５４  ＦＡＸ ０３－５２１４－７０６４ 

E-mail ： rp-acad@jst.go.jp  

 

公募要領の冊子については、上記宛先にご請求頂ければ郵送致します。 

また、以下のホームページからも入手（ダウンロード）することができます。 

http://www.jst.go.jp/rp-acad 

 

（６） 申請書の提出期限 

申請書の提出期限は以下のとおりです。 

平成２１年８月１０日（月）１７時                                                           

（採択件数により、第２回公募を実施する場合があります。） 

 

※ 郵送が必要な書類の提出期限は平成２１年８月１０日（月）（消印有効）です。     

「郵送又は宅配便（含バイク便）」に限り、簡易書留等を利用して、配達されたこ

とが証明できる方法によってください。「持参」、「ＦＡＸ」又は「電子メール」

による提出は受け付けませんので注意してください。              

 

※ 提出期間中に発送されなかった申請書類は、いかなる理由があろうとも無効となり

ます。また、書類に不備等がある場合は、審査対象とはなりませんので、公募要領

を熟読のうえ、注意して記入してください。（申請書類のフォーマットは変更しな

いでください。） 申請書類の差し替えは固くお断りいたします。また、申請書類

の返却は致しません。 
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６. 事業の流れ 

 

③ 企 業 等 の 
求 人 ・ 雇 用 

① 申 請 の 受 付 

② 書 類 審 査 

（企 業 等 の 選 定） 

④ 契 約 

 ・企業等が申請書を作成し、提出。 

・外部有識者による審査結果をもとにＪＳＴが企業等を選定。 
採否を申請者へ通知。 

・企業等はＪＲＥＣ－ＩＮへ登録。
・企業等が実施する求人について、ＪＳＴが提供する場への参

加。 
・企業等がポストドクターを雇用（任期付きを含む）。 

・ポストドクターの雇用に関する書類、実施計画書等をＪＳＴに
提出。 

・企業等とＪＳＴが委託研究契約を締結。 
・委託研究契約に則り、支援費用を支出。 

⑥ 支 援 の 終 了 
・完了報告書をJSTに提出。

⑦ 事 後 評 価 等 ・ＪＳＴは事後評価等を実施。 

⑤ 支 援 の 開 始 ・実施計画書に基づき支援を開始。 
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７. 応募・審査等スケジュール（予定） 

 

平成２１年６月２９日（月）～８月１０日（月）１７時 

e-Rad または本事業ホームページから公募要領及び申請様

式をダウンロードしてください。 

 

平成 21 年６月２９日（月）～８月１０日（月）１７時 

（採択件数により、第２回公募を実施する場合があります。） 

所定様式を使って応募申請書を作成の上、e-Rad(書類の一部

は郵送)からご提出していただきます。 

 

平成２１年８月中旬以降 

応募申請書の内容について、形式審査および書類審査を行い

ます。形式不備の場合には申請者へ連絡することがございます。 

         

平成２１年９月下旬以降 

審査の結果に基づき、採択課題の決定をいたします。また、

申請者に結果の通知をいたします。採択された企業等はポスト

ドクターの求人、雇用（任期付きを含む）を実施します。 

 

採択通知から４ヶ月以内 

平成２１年度の支援を開始するにあたり、実施計画書等を提

出していただきます。 

※企業等とＪＳＴの間で委託研究契約の調整を行います。必要

に応じて、ＪＳＴ担当者との事業実施に関する会議を実施し

ます。 

 

実施契約書提出、契約締結した日以降 

契約締結し次第、研究開発を開始していただきます。 

 

【公募説明会の日程】 

  公募説明会の日程につきましては、本事業のホームページをご参照ください。 

http://www.jst.go.jp/rp-acad 

公 募 要 領 の 入

手、申請書作成 

企業等の選考 

（書類審査等） 

採択、求人・雇

用の実施 

実施計画書の 

提出 

研究開発開始 

応募申請書の 

受付 



 - 15 -

８． 応募申請書類 

この事業では採択にあたり、書類審査を実施します。応募を考えている方は、審査の

ための書類（様式１～６）を作成してください。 

 

（１） 応募に必要な書類 

様式番号 内容 電子申請 
郵送 

※着払い不可

様式１  申請課題の概要 

様式２  課題申請書 

様式３  ポストドクター活用計画書 

様式４  倫理面への配慮 

様式５  特殊用語等の説明 

様式６ 他の事業・制度への申請、実施等 

１部 ５部 

 
 ＪＳＴ企業化開発関連事業の実施課題 

直近の計画書（全体版）、報告書 

  参考文献（特許明細書、論文等） 

  企業等パンフレット 

－ ５部 

 

＊提出された申請書類は、この事業の目的達成にふさわしい課題を採択するための審査に

使用するもので、記載された内容等については一切公開いたしません。 

＊申請書類は返却いたしませんので予めご了承ください。また、申請書類に不備がある場

合、受理できない場合がありますのでご注意下さい。 

＊“参考文献”（数ページ程度、３点以内）をご提出ください。 
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（２） 提出に当たっての必要な書類 

① 課題申請書作成にあたっては、記入例を参考に簡潔かつ要領良く作成してください。 

② 申請にあたっては、必ず企業等としての事前了解を得ておいてください。 

③ 申請書には下中央に通し頁（－１－）を付けてください。 

⑤ 郵送していただく書類（企業パンフレットなど）に関しても同日（消印有効）とし

ます。なお、持参、ＦＡＸ及び電子メールによる提出は受付けられません。 

⑥ 提出いただいた書類の返却、差し替え等には応じかねますので、予めご了承くださ

い。なお、秘密保持については十分に配慮いたします。 

 

 

 

 

（注） 様式１から様式６までの下中央に通し頁（-1-）をつけてください。 

 

（３） 申請書類（様式）の入手方法 

e-Rad で受付中の公募一覧を確認して、公募要領と申請様式をダウンロードします。

もしくは、ＪＳＴホームページからもダウンロードできます。 

http://www.jst.go.jp/rp-acad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式１～６すべてを１つのフ

ァイル（word 版）にまとめて

からアップロード 

 

特許明細書 

５部 

e-Rad による提出 

様式１～６ 様式１～６

５部 

簡易書留または宅配便による提出 

 

論文 

５部

既存課題の

計画書 

５部 

 

関連文献 

５部

応募時の提出書類のまとめ方 
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（４） 応募時提出書類チェックシート 

 

応募時提出書類チェックシート 

注）  

１．提出書類については漏れがないかチェックの上、提出してください。 

なお、提出書類に不足・不備がある場合は要件不備とみなしますのでご注意ください。 

２．本紙（チェックシート）は、提出の必要はございません。 

３．ＪＳＴ公募システムでは、様式１～６全てを１つのファイル（word 版）にまとめて

アップロードしてください。 

 

 

応募者チェック欄 

様式番号 内容 e-Rad 

（word 版） 
郵送書類（5部） 

様式１  申請課題の概要 □ □ 

様式２  課題申請書 □ □ 

様式３  ポストドクター活用計画書 □ □ 

様式４  倫理面への配慮 □ □ 

様式５  特殊用語等の説明 □ □ 

様式６ 他の事業・制度への申請、実施等 □ □ 

 
ＪＳＴ企業化開発関連事業の課題 

直近の計画書（全体版）、報告書 
□ □ 

  参考文献（特許明細書、論文等） － □ 

  企業パンフレット － □ 
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（別 添） 応募に当たっての留意点 
ＪＳＴでは支援費用の適正な執行に関して以下の運用を行っております。課題の応

募及び実施の際は、これらの事項についてご留意ください。 

（１）研究費の不適正な使用等・研究活動の不正行為を行った研究者に対する措置 

①研究費の不適正な使用等に対する措置 

本事業において、研究費を他の用途に使用したり、ＪＳＴから研究費を支出す

る際に付した条件に違反したり、あるいは不正な手段を用いて研究費を受給す

るなど、本事業の趣旨に反する不正行為を行った研究者等（共謀行為を行った

研究者等を含む）については、一定期間、本事業への応募及び参加が制限され

るとともに、当該研究者が使用した研究費の返還を求めます。 

また、国や独立行政法人を含む他の競争的資金制度（※）担当に当該不正使用等

の概要（不正使用等をした研究者名、所属機関、研究課題、予算額、研究年度、

不正等の内容、講じられた措置の内容等）を提供する場合があります。（国や独

立行政法人を含む他の競争的資金制度において、応募及び参加が制限されるこ

ととなる可能性があります。）   （※）現在、具体的に対象となる制度につき

ましては、下記をご覧ください。 
  ＜文部科学省関連の競争的資金制度＞ 

○科学研究費補助金    ○科学技術振興調整費 

○グローバル COE プログラム    

○世界トップレベル研究拠点プログラム 

○キーテクノロジー研究開発の推進（ナノテク融合、社会のニーズを踏まえたライフサイ

エンス、次世代ＩＴ、光・量子） 

○地球観測システム構築推進プラン  ○原子力システム研究開発事業 

○戦略的創造研究推進事業   ○社会技術研究開発事業 

○先端計測分析技術・機器開発事業  ○独創的シーズ展開事業 

○産学共同シーズイノベーション化事業  ○重点地域研究開発推進プログラム 

○地域結集型研究開発プログラム等   

○地球規模課題対応国際科学技術協力事業 

○地域卓越研究者戦略的結集プログラム   

○戦略的国際科学技術協力推進事業（共同研究型） 

○研究成果 適展開支援事業   ○戦略的イノベーション創出推進事業 

○若手研究者ベンチャー創出推進事業   

○海洋資源の利用促進に向けた基盤ツール開発プログラム 

○原子力基礎基盤戦略研究イニシアティブ   

○ナノテクノロジーを活用した環境技術開発 

○人文学及び社会科学における共同研究拠点の整備の推進事業  

○政策や社会の要請に対応した人文・社会科学研究推進事業 

＜他府省関連の競争的資金制度＞ 

○食品健康影響評価技術研究（内閣府）   

○地球温暖化対策 ICT イノベーション推進事業（総務省） 

○新たな通信・放送事業分野開拓のための先進的技術開発支援（総務省） 

○民間基盤技術研究促進制度（総務省）   

○消防防災科学技術研究推進制度（総務省） 

○戦略的情報通信研究開発推進制度（総務省）   

○厚生労働科学研究費補助金（厚生労働省） 

○保健医療分野における基礎研究推進事業（厚生労働省）  

○産学官連携による食料産業等活性化のための新技術開発事業（農林水産省） 

○新たな農林水産政策を推進する実用技術開発事業（農林水産省）  
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○イノベーション創出基礎的研究推進事業（農林水産省） 

○産業技術研究助成事業費（経済産業省）   

○大学発事業創出実用化研究開発事業（経済産業省） 

○石油･天然ガス開発・利用促進型研究（経済産業省）  

○地域イノベーション創出研究開発事業（経済産業省） 

○省エネルギー技術戦略・開発実証事業（経済産業省）  

○エコイノベーション推進・革新的温暖化対策技術発掘プログラム（経済産業省） 

○運輸分野における基礎的研究推進制度（国土交通省）  

○建設技術研究開発助成制度（国土交通省） 

○環境研究・技術開発推進費（環境省）   

○循環型社会形成推進科学研究費補助金（環境省） 

○地球環境研究総合推進費（環境省）    

○地球温暖化対策技術開発事業（環境省） 

 

なお、この不正使用等を行った研究者及びそれに共謀した研究者に対する本制

度における応募及び参加の制限の期間は、研究費等の執行停止等を行った日以

降で、その日の属する年度及び翌年度以降２年以上５年以内の間で不適正な経

理処理等の内容等を勘案して相当と認められる期間とします。 

研究費等の他の用途への使用の内容等 
相当と認め

られる期間 

１ 研究事業等に関連する研究等の遂行で不必要な用途に

使用した場合 
２年 

２ 研究等に関連する研究等の遂行で研究事業等の目的と

相違する用途に使用した場合 
３年 

３ 研究等に関連しない用途に使用した場合 ４年 

４ 虚偽の請求に基づく行為により現金を支出した場合 ４年 

５ 偽りその他不正の手段により研究事業等の対象課題と

して採択された場合 
５年 

６ １から４にかかわらず、個人の経済的利益を得るため

に使用した場合 
５年 

 

②研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）に基づ

く体制整備等の実施状況報告書の提出について 

本事業の委託契約に当たり、各研究機関では標記ガイドラインに基づく研究

費の管理・監査体制の整備、及びその実施状況等についての報告書を提出する

ことが必要です。（実施状況報告書の提出がない場合の研究実施は認められませ

ん。） 

文部科学省ホームページ「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイ

ドライン（実施基準）」 
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/gijyutu/008/houkoku/07020815.htm 

 

このため、下記ホームページに記載されている様式及び提出方法に基づいて、

契約締結までに、研究機関から文部科学省科学技術・学術政策局調査調整課競

争的資金調整室に、府省共通研究開発管理システム（e-Rad）を利用して、報告

書が提出されていることが必要です。 

http://www.mext.go.jp/a_menu/02_b/08191222/001.htm 
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報告書提出の詳細は、採択決定後、ＪＳＴ総務部研究機関監査室より文書に

てお知らせいたします。（なお、ＪＳＴは、報告書が提出されていることを確認

した上で、契約を締結いたします。） 

 ただし、平成 20 年 4 月以降、別途の事業の応募等に際して報告書を提出して

いる場合は、今回新たに報告書を提出する必要はありません。その場合は、当

該研究機関の府省共通研究開発管理システム（e-Rad）における研究機関番号、

既に提出していること及び提出日を申請書に記載してください。 

この場合、平成 20 年 4 月から平成 21 年 3 月 31 日までに報告書を提出した場

合（平成 22 年度以降も事業を実施する場合に限ります。）は平成 21 年秋頃に、

平成 20 年 4 月 1 日以降に報告書を提出した場合（平成 22 年度以降も事業を実

施する場合に限ります。）は平成 21 年秋頃に、それぞれ再度の報告書の提出が

求められる予定ですので、文部科学省あるいはＪＳＴからの周知等に十分ご留

意ください。 

③研究活動の不正行為に対する措置 

実施課題に関する研究活動の不正行為（捏造、改ざん、盗用）への措置につ

いては、「研究活動の不正行為への対応のガイドラインについて」（平成１８年

８月８日 科学技術・学術審議会研究活動の不正行為に関する特別委員会）に

基づき、以下の通りとします。 

 

（ⅰ）契約の解除・変更、研究費の返還 

不正行為が認められた課題については、契約の解除・変更を行い、不正行為の

悪質性に考慮しつつ、研究費の全部または一部の返還を求めます。また、次年度

以降の契約についても締結しないことがあります。 

（ⅱ）応募及び参加の制限 

以下の者について、一定期間、本事業への応募及び参加を制限します。 

措置の対象者 
応募及び参加が制限される期間（不正が

認定された年度の翌年から） 

不正行為があったと認定された研究に

かかる論文等の、不正行為に関与したと

認定された著者、共著者及び当該不正行

為に関与したと認定された者 

２～１０年 

不正行為に関与したとまでは認定され

ないものの、不正行為があったと認定さ

れた研究に係る論文等の内容について

責任を負う者として認定された著者 

１～３年 

なお、本事業において研究活動の不正行為等を行った場合、当該研究者及び

それに共謀した研究者の不正の内容を他の競争的資金制度担当に情報提供を行

います。その結果、他の競争的資金制度において応募及び参加が制限される場

合があります。 

④他の競争的資金で応募及び参加の制限が行われた研究者に対する措置 

国または独立行政法人が所管している他の競争的資金制度において、研究費

の不正使用等または研究活動の不正行為等により制限が行われた研究者につい

ては、他の競争的資金制度において応募資格が制限されている期間中、本制度

への応募及び参加を制限します。 

「他の競争的資金制度」について、平成２１年度に新たに公募を開始する制



 - 21 -

度も含みます。なお、平成２０年度以前に終了した制度においても対象とな

ることがあります。 

 

（２）応募課題、採択課題に関する情報の取扱い 

申請書類は、応募者の利益の維持、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に

関する法律」その他の観点から、審査以外の目的に使用しません。応募内容に関す

る秘密は厳守いたします。詳しくは下記ホームページをご参照ください。 

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/kenkyu.htm 

 

また採択された個々の課題に関する情報（制度名、企業等名、課題名、研究代表

者名、予算額及び実施期間）については、「独立行政法人等の保有する情報の公開

に関する法律」（平成１３年法律第１４０号）第５条第１号イに定める「公にする

ことが予定されている情報」であるものとします。これらの情報については、採択

後適宜機構のホームページにおいて公開します。 

 

（３）関係法令等に違反した場合の措置 

関係法令・指針等に違反し、計画を実施した場合には、支援費用の交付をしない

ことや、支援費用の交付を取り消すことがあります。 

 

（４）生命倫理及び安全の確保 

実施内容のうち、生命倫理及び安全の確保、または、実験動物の取り扱いに関し、

実施機関の長等の承認・届け出・確認等が必要な企業から国等への届け出・申請等

が必要な研究開発の有無を確認してください。また、これらに該当する研究につい

ては、開始時までに必ず所定の手続きを終了してください。 

 

（５）人権及び利益保護への配慮 

相手方の同意や協力、社会的コンセンサスを必要とする研究または調査を行う応

募内容の場合には、人権及び利益の保護の取扱いについて必ず応募前に適切な対応

を行っておいてください。 

 

（６）間接経費に係る領収書の保管に係る事項 

   間接経費の配分を受ける研究機関においては、間接経費の適切な管理を行うとと

もに、間接経費の適切な使用を証する領収書等の書類を、［事業完了の年度の翌年

度から５年間］適切に保管しておくこと。 

 

（７）不合理な重複及び過度の集中の排除 

ＪＳＴ企業化開発関連事業で実施している課題は除きます。 

不合理な重複・過度の集中を排除するために必要な範囲内で、応募（または採択

課題・事業）内容の一部に関する情報を、府省共通研究開発システム（e-Rad）など

を通じて、他府省を含む他の競争的資金制度の担当に情報提供する場合があります。

（また、他の競争的資金制度におけるこれらの重複応募等の確認を求められた際に、

同様に情報提供を行う場合があります。）  

 

①不合理な重複に対する措置  

公募要領に特別の定めがある場合を除き、同一の研究者及び参加企業が、同一

プログラムに、代表者として複数の応募をした課題については、審査対象から除
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外されます。  

また、研究参画者（代表者含む）が、実質的に同一の研究課題について、国ま

たは独立行政法人の競争的資金制度等による助成を受けている場合、または受け

ることが決定している場合、審査対象からの除外、採択の決定の取り消し、また

は経費の減額を行うことがあります。 

なお、応募段階において、他の競争的資金制度等への応募を制限するものでは

ありませんが、採択された場合には速やかに申請書類の提出先に報告してくださ

い。この報告に漏れがあった場合、採択の決定の取り消し等、しかるべき措置を

行うことがあります。  

②過度の集中に対する措置  

応募された課題の内容と、既に他の競争的資金制度等を活用して実施している

取組の内容が異なる場合においても、当該研究者及び参加企業のエフォート等を

考慮し、研究者及び参加企業に配分される研究費全体が効率的・効果的に使用で

きないと判断される場合には、審査対象からの除外、採択の決定の取り消し、ま

たは経費の減額を行うことがあります。  

このため、申請書類の提出後に、他の制度に応募し採択された場合等、記載内

容に変更が生じた場合は、速やかに申請書類の提出先に報告してください。この

報告に漏れがあった場合、採択の決定の取り消し等、しかるべき措置を行うこと

があります。 

※ 申請様式において、(制度名)、研究課題、実施期間、予算額、エフォート等

の共通事項を記載できるよう、作成下さい。その上で、下記の断りを書きを

記載いただきますようお願いします。「上記記入内容について、事実と異な

る記載をした場合は、研究課題の不採択、採択取消し又は減額配分とするこ

とがあります。」 

 

【「不合理な重複」及び「過度の集中」について】 

（ア）「不合理な重複」とは、同一の研究者による同一の研究課題に対して、複数の競争的資金

が不必要に重ねて配分される状態であって、次のいずれかに該当する場合をいう。 

１)実質的に同一（相当程度重なる場合を含む。以下同じ。）の研究課題について、複数の競争

的研究資金に対して同時に応募があり、重複して採択された場合 

２)既に採択され、配分済の競争的研究資金と実質的に同一の研究課題について、重ねて応募が

あった場合 

３)複数の研究課題の間で、研究費の用途について重複がある場合 

４)その他これらに準ずる場合 

（イ）「過度の集中」とは、同一の研究者または研究グループ（以下「研究者等」という。）に

当該年度に配分される研究費全体が、効果的、効率的に使用できる限度を超え、その研究

期間内で使い切れないほどの状態であって、次のいずれかに該当する場合をいう。 

１)研究者等の能力や研究方法等に照らして、過大な研究費が配分されている場合 

２)当該研究課題に配分されるエフォートに比べ、過大な研究費が配分されている場合 

３)不必要に高額な研究設備の購入等を行う場合 

４)その他これらに準ずる場合 

（「競争的研究資金の適正な執行に関する指針」（平成１７年９月９日、平成１８年１１月１４

日改正）（競争的研究資金に関する関係府省連絡会申し合わせ）より） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

高度研究人材活用促進事業 
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（様式１） 

申請課題の概要 

 

申請課題の名称※1 
 

 

既存課題の名称※2 
 

 

課題の概要（３００字以内） 

 

提案される課題の内容全体が分かるように３００字以内でまとめてください。 
 様式２の「目標と研究開発構想」、「研究内容」等の内容を踏まえて記述してください。 
                                            
   
 
 
 
 

支援費用（ＪＳＴ支出分）：    千円、  

ポストドクターの人件費（企業支出分）：    千円、 

支援期間：    ヶ月 

雇用予定人数：    人 

 

 
 
※1） 今回の申請における支援課題名を記入してください。 
※2） ＪＳＴ企業化開発関連の事業における課題名を記入してください。 
 
（注）本頁はＡ４判１枚で作成してください。 
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コード表から番号 コード表から研究区分 キーワード表から番号と研究キーワード 

 （様式２）                                                             （事務局記入欄） 

受付番号  

受 付 日 年  月   日

 

高度研究人材活用促進事業 課題申請書 
 

作成年月日 平成２１年  月  日  

 

 

 

 

課 題 担 当 者 

氏名 
(印)

フリガ

ナ 
 男性・女性 

所属機関／部

署／職名 
 

住所 〒 

TEL 999-999-9999 FAX 999-999-9999 E-mail  

研究機関番号：          
実施状況報告書の提出日 

提出日： 

所属機関番号：       
e-Rad 番号 

研究者番号： 

申
請
企
業 

資本金        百万円 

従業員数         名 

 

代表者氏名 (印) フリガナ 

所属部署／職名  

住所 〒 

TEL 999-999-9999 FAX 999-999-9999 E-mail  

URL http://www. 

 
 
 
 

課 題 の 技 術 分 野 ※１ 

主 ○○○  副 ○○○  

研究キーワード  

記入必須。公募要領の最終ページを参照してください。 

主分野、副分野はコード表から番号と研究区分、 

キーワード表から番号と研究キーワード（複数可）をご記

入下さい。 
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ＪＳＴ実施課
題と本申請と
の関係 

該当する項目に印を付けてください。 
□ ＪＳＴ企業化開発に関係する事業の課題 
□ その他のＪＳＴ関係事業 
□ ＪＳＴ、国等の事業と関係なし 

事業名称 ＪＳＴ企業化開発に関係する事業の名称を下記から選択してください。 
採択年度 平成    年度 終了（予定）年度  平成   年度 

課題名称  
 

本申請との関
連性 

ＪＳＴ企業化開発に関係する事業の課題と本申請の関連性を 150 字程度で記載して
ください。 
 
 

※事業名称は以下から選択してください 
○ 産学共同シーズイノベーション化事業（顕在化ステージ、育成ステージ） 

○ 独創的シーズ展開事業（独創モデル化、大学発ベンチャー創出推進、革新的ベンチャ

ー開発活用、委託開発） 

○ 地域イノベーション創出支援事業 

重点地域研究開発推進プログラム（シーズ発掘試験Ａ（発掘型）、シーズ発掘試験Ｂ（発

展型）、地域ニーズ即応型、育成研究、研究開発資源活用型） 

地域結集型研究開発プログラム 

○ 地域結集型共同研究事業 

 
本申請の際の情報源  
今回の申請に関し、どのような手段で本公募の情報を入手されたかについて該当する項目の□内にレ点を

記入してください。今後の事業運営の参考とさせていただきます。 
以下の中からお選びください（複数選択可）。 
□ ＪＳＴのホームページ 
□ ダイレクトメール 
□ ＪＳＴのＨＰにリンクするメール広告 
□ 公募説明会 
□ インターネットのバナー広告 
□ ＪＳＴのパンフレット（パンフレット名：              ） 
□ 技術フェアやシンポジウム等のブースから 
□ 所属機関からの回覧等 
□ 知人等からの紹介 
□ 新聞、雑誌の記事（雑誌名：              ） 
□ その他（                       ） 

ご協力ありがとうございました。 
  

（参考）過去５年間のポストドクター及び博士号取得者の採用状況 

年度 ポストドクター採用人数 博士号取得者採用人数 

１７年度   

１８年度   

１９年度   

２０年度   

２１年度   

※ ポストドクターとは博士号を取得後に任期付きで大学等に雇用されている者 
※ 博士号取得者とは、 終学歴が博士号の者を意味します。 
※ ポストドクターとして数える者は博士号取得者に含めません。 
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（様式３） 

ポストドクター活用計画書  
 

１． ＪＳＴ企業化開発関連事業の既存課題の内容 

①課題概要 

（注１）課題の特徴、企業等の方針等を踏まえて記載してください。背景、現状の問題点（終了課

題についてはその後の経過）について定量的な実験データ、他大学、他企業等の研究動向

との比較も含め言及してください。必要に応じて、図表を用いてください。 

（注２）研究に関連する特許があれば発明の名称、出願番号、出願日を記載してください。 

  
 

  ②目的 

（注１）本研究を経て、 終的にどのような事業化を目指すのか記載してください。 
（注２）研究が継続して実施すること、あるいは社会的価値や経済的価値を生み出すことへの期 

待について記載してください。 
 

 

  ②企業等が求めるポストドクターの資質 

（注１）ポストドクターの研究実績や研究能力など企業等が求める資質を記載してください。また

課題を実施するにあたってポストドクターが必要となる背景、現状の問題点について言及

してください。必要に応じて、定量データや図表を用いてください。 

 

 

２．目標と研究開発構想 

 本目的に向けて、 長１年間の支援期間でポストドクターを参加させて、研究開発を加速しようと

する目標及びポイントについて記載してください。既存のＪＳＴ企業化開発の関連事業での課題の

目標に追加する形で記載してください。 

 

①目標： 

ポイント： 

②目標： 

ポイント： 
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３．今回提案する研究開発内容 

「目標と研究開発構想」の実現のためにポストドクターを雇用して実施する研究開発内容を記載
してください。必要に応じ、図表を使用してください。ＪＳＴ企業化開発の関連事業の課題の研究
開発項目に追加する形で記載してください。 
またＪＳＴ企業化開発の関連事業での研究開発項目に該当するものの、ポストドクターが参加し

ない項目も簡潔に記載ください。 
 

 
 

 ①（研究開発項目）○○○○○○（２－①関連）（実施場所：○○） 

 具体的な研究開発内容を記載してください。 
②（研究開発項目）○○○○○○（２－○関連）（実施場所：○○） 

具体的な研究開発内容を記載してください。 

・ 

・ 

・ 

 
○ ○○に関する製品要求事項の調査（２－○関連）（実施場所：○○） 

具体的な調査内容を記載してください。 
・ 

・ 

 

 
実施場所（○○社）：                        
実施場所（△△社）：                        

 
 

 

 

４．キャリアを支援する構想 

ポストドクターを雇用した際に人事研修など採用したポストドクターのキャリアを支援する取り組
みを記載してください 
 
 

○ ○○に関する研修（２－○関連）（実施場所：○○） 
具体的な研修内容を記載してください。 

・ 

 
例えば以下の取り組み 
 企業内の研修センターでの研修 
 外部機関や大学等を利用した研修 
 ポスドクの所属外の研究所や工場などでの実習 
 知財関連部門や企画関連部門、社外などからの講師招聘による講習 
 危険物取扱者や電気通信主任技術者などの資格取得 
 ｅ－Ｌｅａｒｎｉｎｇ等での講習 
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５．スケジュール 

３．項の研究開発項目毎にスケジュールを記載して下さい（下記参照ください）。 
 

【研究開発項目毎の実施スケジュール】 

長１年間の研究期間で達成すべき目標、及びそのための機関別の目標を記載してください。 

 

長１２ヶ月 
 研究開発項目 

（「４．研究開発内容」にお

ける研究項目を簡潔に記載

してください） 

目標 

（「３．目標と研究開発構想」における

定量的な目標を簡潔に記載してくださ

い） 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  

 

 

 

現状：＊＊＊＊＊＊＊＊ 
目標：現状比○○以上 
 

            

３－① 
・（項目） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３－② 
・（項目） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ポストド

クターが 

参加する

研究開発

項目 

 

 ３－③ 
・（項目） 

             

３－④ 
・（項目） 

 

 

 

            

３－⑤ 
・（項目） 

             

ポストド

クターが 

参加しな

いその他

の研究開

発項目 

 ３－⑥ 
・（項目） 

             

 
研究開発項目の関係を記載 

研究開発への反映を記載 
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６．支援費用 

①ＪＳＴ負担分 
概算支援費用（ＪＳＴ支出分）を年度毎に記載して下さい。人件費、設備、消耗品等の内訳を記載し

て下さい。 
 
                                      （単位：千円） 

機関毎の内訳 

平成 21 年度 平成 22 年度 項目 総予算額 

金額 主な内訳 金額 主な内訳 

人件費注２ 千円 千円

・ポストドクタ
ーの人件費 
 

千円 

・ポストドクターの
人件費 
 

設備備品費 千円 千円

 

 

 

千円 

 

 

 物
品
費 

消耗品費 千円 千円

 

 

 

千円 

 

 

 

旅費 千円 千円

 

 

 

千円 

 

 

 

その他 千円 千円

 

 

 

千円 

 

 

 

直接経費注３ 千円 千円  千円  
小

計 
間接経費注３ 千円 千円  千円  

合   計 千円 千円
 

千円 
 

（注１）年度毎に記載してください。 
（注２）企業等で雇用するポストドクターの従事率に応じた人件費等。 
（注３）企業等は原則として直接経費（設備備品費、消耗品費、旅費、人件費、その他の合計）の 大

３０％。 

 

②企業等の負担分 

企業等が本研究で自己負担する費用について、費目と概算金額を記載してください。 

  ポスドクの人件費：○○○千円 （ポスドクの人件費を自己負担する場合は必ず記入ください） 
  ・ 
  ・ 
  ・ 
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７．参加者リスト及び実施体制 

 

（１）参加者リスト 

氏名 
所属、役職 

 
研究・開発等の略歴 

ｴﾌｫｰﾄ

（％） 
※全員記入

企業等 

課題担当者 

○○○○ 
○○(株)  
開発部部長 

  

＜課題担当者の略歴＞ 

○○技術の開発（1980-1995）、○○方式による○○の企画・開発（1995-2000）、○○の製品化開発
の指揮（2000-2005）、○○事業の○○への展開の指揮（2006-現在） 

○○○○ ○○(株) 開発部課長 ○○技術の研究開発 
○○の製品化開発 

 

○○○○ 
 

○○(株) 開発部研究員 ○○の開発 
 

 

○○○○ ○○(株) 人事部課長 ポストドクター雇用担当、研修担当 
 

 

ポストドクター 

○○○○  
 

  

○○○○  
 

  

 

 

 

 

 

 

（２）実施体制 

「３．研究開発内容」の研究開発項目毎に記載してください。 
研究開発

項目※ 
氏名 実施機関 研究開発項目毎の担当内容 

(本項目の

責任者) 

○○○○ 

  ３－① 

○○○○   

    

(本項目の

責任者) 

○○○○ 

  ３－② 

○○○○   

    

 
※ 研究開発項目名 

研究開発項目３－①：「（研究開発項目名）○○○○」 

研究開発項目３－②：「（研究開発項目名）○○○ 

 

 

 

 

エフォートは、総合科学技術会議におけるエフォートの定義「研究者の年間の全仕事時間を 100％とした

場合、そのうち当該研究の実施に必要となる時間の配分率（％）」に従い記入して下さい。なお、「全仕事

時間」とは研究活動の時間のみを指すのではなく、教育・医療活動等を含めた実質的な全仕事時間を指

します。 
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（様式４） 
 
              倫 理 面 へ の 配 慮 
 

○本様式は、組換えＤＮＡ実験、遺伝子治療臨床研究、特定胚を取り扱う研究、ヒトＥＳ細胞の研究、ヒトゲノ
ム・遺伝子解析研究、疫学研究、臨床研究に該当する研究を計画している場合、法令・指針等に基づく適
切な措置が講じられているか、倫理面・安全面において問題はないか等について判断するためのもので
す。以下の事項について記入してください。 

 
 

①申請する課題の内容が、上記の研究に該当するとの疑義を受ける恐れがある場合、又これらに関連する研

究が計画されている場合は、各指針等との関係、倫理面・安全の確保面において講じるべき措置と対応状

況、特に問題がないと判断した場合には、その理由等について具体的に記入してください。 

 

②動物その他を用いる計画がされている場合は、各指針等に基づく国の確認等の適合状況、動物等を科学上

の利用に供する場合の配慮状況、特に問題がないと判断した場合には、その理由等について具体的に記入

してください。 
 
該当がない場合も、その旨を記入してください。 
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（様式５） 

特殊用語等の説明 
用語 説明 

 ○ 本申請書類で使用している業界用語、専門用語及び略語等の特

殊用語のうち、研究を総合的に把握するうえで必要と思われるも

のについて、簡単な解説をわかりやすく記入してください。 
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（様式６） 

 
 

他の事業・制度への申請、実施等 
 
（１）ＪＳＴ内で行っている事業への申込の有無 

□有り、 □無し 
 

申請者（企業）及び研究参加者が、現在、ＪＳＴから受けている助成金等（現在申込
み中のものを含む）、過去に受けた助成金等（３年以内）がある場合は、本提案と重複し
た内容かどうかにかかわらず、「有り」にチェックし、その事業名、課題名、実施期間、
予算規模、申請代表者名、今回の申請に関連する参加者名、今回の申請課題との関連を
正確に記入してください。 

 
  

記入例） 
事業名：*****事業  
課題名：○○○に関する研究 
実施期間：平成１８年度～平成２１年度 
予算規模：○○千円 
申請代表者名：○○ ○○ 
今回の申請に関連する参加者名：○○ ○○（H21 年度の分担額：○○千円） 
今回の申請課題との関連： 

   
 

 
 
（２）ＪＳＴ以外の他制度への申込の有無  
 
□ 有り、 □無し 
 

申請者（企業）及び研究参加者が、現在、他制度（官公庁、独立行政法人、公益法
人等）から受けている助成金等（現在申込み中のものを含む）、過去に受けた助成金
等（３年以内）がある場合、その制度の実施機関名、制度（事業）名、課題名、実施
期間（予定含む）、予算規模、申請代表者名、今回の申請に関連する参加者名、今回
の申請課題との関連を正確に記入してください。 
 
記入例） 
実施機関名：○○機構 
制度（事業）名：*****事業 
課題名：△△△の開発 
実施期間：平成１６年度～平成２０年度 
予算規模：○○千円 
申請代表者名：○○ ○○ 
今回の申請に関連する参加者名：○○ ○○（H21 年度の分担額 終了のため該当な

し） 
今回の申請課題との関連： 
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番号 

重点研究分野 研究区分 番号 重点研究分野 研究区分 

101 ライフサイエンス ゲノム 501 エネルギー 化石燃料・加工燃料 

102 ライフサイエンス 医学・医療 502 エネルギー 原子力エネルギー 

103 ライフサイエンス 食料科学・技術 503 エネルギー 自然エネルギー 

104 ライフサイエンス 脳科学 504 エネルギー 省エネルギー・エネルギー利用技術 

105 ライフサイエンス バイオインフォマティクス 505 エネルギー 環境に対する負荷の軽減 

106 ライフサイエンス 環境・生態 506 エネルギー 国際社会への協力と貢献 

107 ライフサイエンス 物質生産 589 エネルギー 共通基礎研究 

189 ライフサイエンス 共通基礎研究 599 エネルギー その他 

199 ライフサイエンス その他 601 製造技術 高精度技術 

201 情報通信 高速ネットワーク 602 製造技術 精密部品加工 

202 情報通信 セキュリティ 603 製造技術 高付加価値極限技術(マイクロマシン等） 

203 情報通信 サービス・アプリケーション 604 製造技術 環境負荷最小化 

204 情報通信 家電ネットワーク 605 製造技術 品質管理・製造現場安全確保 

205 情報通信 高速コンピューティング 606 製造技術 先進的ものづくり 

206 情報通信 シミュレーション 607 製造技術 医療・福祉機器 

207 情報通信 大容量・高速記憶装置 608 製造技術 アセンブリープロセス 

208 情報通信 入出力 *1 609 製造技術 システム 

209 情報通信 認識・意味理解 689 製造技術 共通基礎研究 

210 情報通信 センサ 699 製造技術 その他 

211 情報通信 ヒューマンインターフェイス評価 701 社会基盤 
異常自然現象発生メカニズムの研究と予

測技術 

212 情報通信 ソフトウエア 702 社会基盤 災害被害最小化応用技術研究 

213 情報通信 デバイス 703 社会基盤 超高度防災支援システム 

289 情報通信 共通基礎研究 704 社会基盤 事故対策技術 

299 情報通信 その他 705 社会基盤 社会基盤の劣化対策 

301 環境 地球環境 706 社会基盤 有害危険・危惧物質等安全対策 

302 環境 地域環境 721 社会基盤 自然と共生した美しい生活空間の再構築 

303 環境 環境リスク 722 社会基盤 広域地域研究 

304 環境 循環型社会システム 723 社会基盤 水循環系健全化・総合水管理 

305 環境 生物多様性 724 社会基盤 
新しい人と物の流れに対応する交通シス

テム 

389 環境 共通基礎研究 725 社会基盤 バリアフリー 

399 環境 その他 726 社会基盤 ユニバーサルデザイン化 

401 ナノテク・材料 ナノ物質・材料（電子・磁気・光学応用等） 789 社会基盤 共通基礎研究 

402 ナノテク・材料 ナノ物質・材料（構造材料応用等） 799 社会基盤 その他 

403 ナノテク・材料 ナノ情報デバイス 801 フロンティア 宇宙科学（天文を含む） 

404 ナノテク・材料 ナノ医療 802 フロンティア 宇宙開発利用 

405 ナノテク・材料 ナノバイオロジー 821 フロンティア 海洋科学 

406 ナノテク・材料 エネルギー・環境応用 822 フロンティア 海洋開発 

407 ナノテク・材料 表面・界面 889 フロンティア 共通基礎研究 

408 ナノテク・材料 計測技術・標準 899 フロンティア その他 

409 ナノテク・材料 加工・合成・プロセス 900 人文・社会   

410 ナノテク・材料 基礎物性 1000 自然科学一般   

411 ナノテク・材料 計算・理論・シミュレーション  

412 ナノテク・材料 安全空間創成材料  

489 ナノテク・材料 共通基礎研究  

499 ナノテク・材料 その他   

研究開発データベース・重点研究分野コード表 
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番号 
研究キーワード 番号 研究キーワード 

番
号

研究キーワード 

001 遺伝子 044 暗号・認証等 087 環境分析 

002 ゲノム 045 セキュア・ネットワーク 088 公害防止・対策 

003 蛋白質 046 高信頼性ネットワーク 089 生態系修復・整備 

004 糖 047 著作権・コンテンツ保護 090 環境調和型農林水産 

005 脂質 048 ハイパフォーマンス・コンピューティング 091 環境調和型都市基盤整備・建築 

006 核酸 049 ディペンダブル・コンピューティング 092 自然共生 

007 細胞・組織 050 アルゴリズム 093 政策研究 

008 生体分子 051 モデル化 094 磁気記録 

009 生体機能利用 052 可視化 095 半導体超微細化 

010 発生・分化 053 解析・評価 096 超高速情報処理 

011 脳・神経 054 記憶方式 097 原子分子処理 

012 動物 055 データストレージ 098
走査プローブ顕微鏡（ＳＴＭ、ＡＦ
Ｍ、ＳＴＳ、ＳＮＯＭ、他） 

013 植物 056 大規模ファイルシステム 099 量子ドット 

014 微生物 057 マルチモーダルインターフェース 100 量子細線 

015 ウィルス 058 画像・文章・音声等認識 101 量子井戸 

016 行動学 059 多言語処理 102 超格子 

017 進化 060 自動タブ付け 103 分子機械 

018 情報工学 061 バーチャルリアリティ 104 ナノマシン 

019 プロテオーム 062 エージェント 105 トンネル現象 

020 トランスレーショナルリサーチ 063 スマートセンサ情報システム 106 量子コンピュータ 

021 移植・再生医療 064 ソフトウエア開発効率化・安定化 107 ＤＮＡコンピュータ 

022 医療・福祉 065 ディレクトリ・情報検索 108 スピンエレクトロニクス 

023 再生医学 066 コンテンツ・アーカイブ 109 強相関エレクトロニクス 

024 食品 067 システムオンチップ 110 ナノチューブ・フラーレン 

025 農林水産物 068 デバイス設計・製造プロセス 111 量子閉じ込め 

026 組換え食品 069 高密度実装 112 自己組織化 

027 バイオテクノロジー 070 先端機能デバイス 113 分子認識 

028 痴呆 071 低消費電力・高エネルギー密度 114 少数電子素子 

029 癌 072 ディスプレイ 115 高性能レーザー 

030 糖尿病 073 リモートセンシング 116 超伝導材料・素子 

031 循環器・高血圧 074 モニタリング（リモートセンシング以外） 117 高効率太陽光発電材料・素子 

032 アレルギー・ぜんそく 075 大気現象 118 量子ビーム 

033 感染症 076 気候変動 119 光スイッチ 

034 脳神経疾患 077 水圏現象 120 フォトニック結晶 

035 老化 078 土壌圏現象 121 微小共振器 

036 薬剤反応性 079 生物圏現象 122 テラヘルツ／赤外材料・素子 

037 バイオ関連機器 080 環境質定量化・予測 123 ナノコンタクト 

038 フォトニックネットワーク 081 環境変動 124 超分子化学 

039 先端的通信 082 有害化学物質 125 ＭＢＥ、エピタキシャル 

040 有線アクセス 083 廃棄物処理 126 １分子計測（ＳＭＤ） 

041 インターネット高度化 084 廃棄物再資源化 127 光ピンセット 

042 移動体通信 085 大気汚染防止・浄化 128 （分子）モーター 

043 衛星利用ネットワーク 086 水質汚濁・土壌汚染防止・浄化 129 酵素反応 

 

キーワード表 
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番号 研究キーワード 番号 研究キーワード 番号 研究キーワード 

130 共焦点顕微鏡 174 火山 218 交通事故 

131 電子顕微鏡 175 津波 219 物流 

132 超薄膜 176 土砂災害 220 次世代交通システム 

133 エネルギー全般 177 集中豪雨 221 高度道路交通システム(ITS) 

134 再生可能エネルギー 178 高潮 222 走行支援道路システム(AHS) 

135 原子力エネルギー 179 洪水 223 交通需要マネージメント 

136 太陽電池 180 火災 224 バリアフリー 

137 太陽光発電 181 自然災害 225 ユニバーサルデザイン 

138 風力 182 自然現象観測・予測 226 輸送機器 

139 地熱 183 耐震 227 電子航法 

140 廃熱利用 184 制震 228 管制 

141 コージェネレーション 185 免震 229 ロケット 

142 メタンハイドレート 186 防災 230 人工衛星 

143 バイオマス 187 防災ロボット 231 再使用型輸送系 

144 天然ガス 188 減災 232 宇宙インフラ 

145 省エネルギー 189 復旧・復興 233 宇宙環境利用 

146 新エネルギー 190 救命 234 衛星通信・放送 

147 エネルギー効率化 191 消防 235 衛星測位 

148 二酸化炭素排出削減 192 海上安全 236 国際宇宙ステーション（ＩＳＳ） 

149 地球温暖化ガス排出削減 193 非常時通信 237 地球観測 

150 燃料電池 194 危機管理 238 惑星探査 

151 水素 195 リアルタイムマネージメント 239 天文 

152 電気自動車 196 国土開発 240 宇宙科学 

153 ＬＮＧ車 197 国土整備 241 上空利用 

154 ハイブリッド車 198 国土保全 242 海洋科学 

155 超精密計測 199 広域地域 243 海洋開発 

156 光源技術 200 生活空間 244 海洋微生物 

157 精密研磨 201 都市整備 245 海洋探査 

158 プラズマ加工 202 過密都市 246 海洋利用 

159 マイクロマシン 203 水資源 247 海洋保全 

160 精密部品加工 204 水循環 248 海洋資源 

161 高速プロトタイピング 205 流域圏 249 深海環境 

162 超精密金型転写 206 水管理 250 海洋生態 

163 射出成型 207 淡水製造 251 大陸棚 

164 高速組立成型 208 渇水 252 極地 

165 高速伝送回路設計 209 延命化 253 哲学 

166 微細接続 210 長寿命化 254 心理学 

167 － 211 コスト縮減 255 社会学 

168 ヒューマンセンタード生産 212 環境対応 256 教育学 

169 複数企業共同生産システム 213 建設機械 257 文化人類学 

170 品質管理システム 214 建設マネージメント 258 史学 

171 
低エントロピー化指向製造システ
ム 215 国際協力 259 文学 

172 地球変動予測 216 国際貢献 260 法学 

173 地震 217 地理情報システム（ＧＩＳ） 261 経済学 
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 （事業の目的等） 

Ｑ１ 本事業の目的は何か。 

 

Ａ１ ポストドクターが企業等の研究開発へ参画することで、企業等はポスト

ドクターの能力や資質を確認することができ、また雇用経費を軽減するこ

とができます。それによってＪＳＴ企業化開発関連事業の研究開発の加速、

ポストドクターの雇用促進を目的としています。 

また、ポストドクターは企業等における研究手法や研究戦略を理解する

ことで、企業等の必要性を確認することができます。これによって、キャ

リアパス形成促進を目的としています。 

 

（応募の要件、方法等） 

Ｑ２ 本事業の対象となるＪＳＴの制度は何か。 

 

Ａ２ 今回の公募の対象はＪＳＴ企業化開発関連の以下事業に採択となり、実

施している課題もしくは平成１９年４月１日以降に終了した課題の企業等

に限ります。 

○ 産学共同シーズイノベーション化事業（顕在化ステージ、育成ステ

ージ） 

○ 独創的シーズ展開事業（独創モデル化、大学発ベンチャー創出推進、

委託開発、革新的ベンチャー開発活用） 

○ 地域イノベーション創出支援事業  

重点地域研究開発推進プログラム（シーズ発掘試験Ａ（発掘型）、シ

ーズ発掘試験Ｂ（発展型）、地域ニーズ即応型、育成研究、研究開発

資源活用型） 

地域結集型研究開発プログラム 

○ 地域結集型共同研究事業 

 

Ｑ３ 応募時点でポストドクターを雇用していない企業でも応募できるか。 

 

Ａ３ 応募できます。 

 

Ｑ４ 企業等の了解は必ず必要か。また、どのレベルの了解が必要か。 

 

Ａ４ 企業等の代表者が申請を内諾していることが必要です。 

 

Ｑ５ 応募する企業等はどの時点でポストドクターと雇用契約する必要がある

のか。 

 

Ａ５ 企業等が応募する時点ではポストドクターを雇用する必要はありませ

ん。ＪＳＴが採択を通知した４ヶ月後までにポストドクターとの雇用の約

束を明示する書類（内定書等）が必要になります。 
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Ｑ６ 現在ポストドクターが大学等との共同研究課題において研究員として参

加しているが、本事業に申請することは可能か。 

 

Ａ６ 申請可能です。また支援開始後、大学等との共同研究等に引き続き参加

することも可能です。 

 

Ｑ７ 企業等が雇用するポストドクターは何歳までを対象としているのか。ま

た、企業等を退職してポストドクターとなっている場合は対象になるのか。 

 

Ａ７ いずれの場合も、企業等の雇用基準によります。 

 

Ｑ８ ポストドクターは申請できるのか。 

 

Ａ８ ポストドクターは本事業に申請できません。ＪＲＥＣ－ＩＮに掲載され

る企業等の求人に応募してください。ＪＲＥＣ－ＩＮへのＵＲＬは以下の

通りです。 

http://jrecin.jst.go.jp/seek/SeekTop 

 

Ｑ９ 企業等は外国人のポストドクターを雇用してもよいか。 

 

Ａ９ 企業等の雇用条件によります。 

 

Ｑ１０ 企業等がポストドクターを複数名雇用する提案は可能か。 

 

Ａ１０ 研究開発を加速させる計画での提案ならば可能です。申請時点で人数

を明記していただきます。 

 

Ｑ１１ 申請時点で特許がないと申請できないのか。 

 

Ａ１１ 応募時点では、必ずしも特許等があることは求めません。 

 

（重複申請の制限） 

Ｑ１２ 他の研究費助成制度に、今回の申請内容と同様の申請をすることはで

きるのか。 

  

Ａ１２ 本事業はＪＳＴ企業化開発関連の事業に採択となった課題を対象とし

ているため、本事業の申請は重複申請の制限の対象外とします。なお、同

一課題又は内容で、他の制度へ申請している場合は、申請書の「他制度へ

の申請、実施等」（様式６）欄に正確に記入してください。不実記載が判明

した場合は、審査の対象からの除外、採択の決定の取り消し、委託契約の

解除となる場合があります。 
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（申請書類の記入方法） 

Ｑ１３ 申請書類に通しページを付すこととなっているが、どの様式からどの

様式までページを付すのか。 

 

Ａ１３ 全ての様式（別紙を含む。）の各頁の下中央に通し頁を記入してくださ

い。 

 

Ｑ１４ 各様式について記入する欄が小さいので、フォーマットを変更しても

よいか。 

 

Ａ１４ 様式のフォーマットは変更しないでください。各様式に制限枚数が記

載されておりますので、その範囲であればページの増減は可能です。 

 

Ｑ１５ 各様式の欄外の（注）書きは、書類作成の際、削除してもよいか。 

 

Ａ１５ 削除してください。 

 

Ｑ１６ 研究開発の内容から判断して「倫理面への配慮」（様式４）は無関係な

場合でも記入しなければならないのか。 

 

Ａ１６ 法律を遵守する限りにおいて、研究開発の内容が無関係な場合はその

旨を記入してください。 

 

Ｑ１７ 押印する様式があるがサイン（署名）でもよいのではないか。 

 

Ａ１７ 必ず押印してください。サイン（自署）のみでは、申請書類を受け付

けることはできません。また、押印されていない場合は、申請書類に不備

があると判断され、審査の対象とはなりません。 

 

（申請書類の作成・提出等） 

Ｑ１８ 申請書類の提出後、記載内容に変更が生じたので修正したいがどうす

ればいいか。 

 

Ａ１８ （電子申請） 

   府省共通研究開発管理システム（e-Rad）による電子申請において、「配

分機関受付中」となった場合は、修正できません。なお、e-Rad による電子

申請、申請書類の提出方法等の詳細については、同システムの研究者用マ

ニュアルを参照ください。このマニュアルは、下記ホームページの「研究

者向けページ」よりダウンロードできます。http://www.e-rad.go.jp/ 

     

    （郵送書類） 



Ｑ＆Ａ 

- 4 -  

   提出期間終了後の申請書類の差し替えは、固くお断りします。但し、申

請書類に不備がある場合には事務局から問い合わせることがあります。 

 

Ｑ１９ 直接持参し提出することは可能か。また電子メール、ＦＡＸによる提

出は可能か。 

 

Ａ１９ 申請書類は、府省共通研究開発管理システム（e-Rad）でアップロード

することで提出してください。一部の郵送が必要な書類について「郵送ま

た宅配便（バイク便含む）※着払い不可」で提出してください（当日消印

有効）。持参、ＦＡＸまたは電子メールによる提出は一切受け付けません。

なお、府省共通研究開発管理システム（e-Rad）でのアップロードがうまく

いかなかった場合は速やかに文部科学省ヘルプデスク（０１２０－０６６

－８７７）までお知らせください。 

 

Ｑ２０ 申請書類の受領書はもらえるのか。 

 

Ａ２０ 申請書類の受領書はありません。府省共通研究開発管理システム

（e-Rad）では「受付状況一覧画面」の受付状況が「配分機関受付中」とな

っていれば、受理されたことになります。郵送の必要な書類については、

配達されたことが証明できる簡易書留または宅配便（バイク便含む）を用

いてください。 

 

Ｑ２１ 申請書類の書き方がわからないので、直接聞きに行ってもよいか。 

 

Ａ２１ 直接、ＪＳＴにお越しいただくことは、ご遠慮ください。ご質問等に

ついてはメール、ＦＡＸ又は電話によりお願いします。 

 

（審査） 

Ｑ２２ 審査の経過を教えてもらえるのか。 

 

Ａ２２ 審査については、公平性の観点から非公開で行います。また、審査経

過についての問い合わせ等には応じられませんので、あらかじめご了承く

ださい。 

 

Ｑ２３ 不採択となった場合、ＪＳＴに問い合わせできるか。 

 

Ａ２３ 審査の結果については、採否にかかわらず申請者に対して通知する予

定です。なお、審査期間中は審査の経過は通知いたしません。お問い合わ

せにも応じられません。 

 

Ｑ２４ 採択された後の手続きはどうなるのか。 
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Ａ２４  支援課題選定後、ＪＳＴより申請者宛に採択通知書が送付されます。

採択された企業等は求人を行い、ポストドクターの雇用準備を進めてく

ださい。その後、企業等からポストドクターの雇用に関する書類（内定

書、雇用通知書等）を提出していただきます。ＪＳＴと実施計画書の内

容等の調整を行ったうえで、委託研究契約を締結し、支援を開始するこ

とになります。 

   ※申請書と実施計画書の内容が大きく乖離している場合は、採択を取り

消すことがあります。 

 

（取得財産の管理） 

Ｑ２５ 取得した研究設備等の財産の所有権は、誰に帰属するのか。 

  

Ａ２５ 研究費として計画する場合、企業等が取得した設備等の所有権はＪＳ

Ｔに帰属し（企業等には帰属しません。）、２０万円以上の物品は固定資産

扱いとなります。 

   

Ｑ２６ 企業等が取得した研究設備等の財産は、どのように扱えばいいのか。 

  

Ａ２６ 当該設備等の扱いについて、支援期間中、ＪＳＴから企業等に対して

無償で貸与し、支援終了後、固定資産税相当額で有償貸与となります。ま

た、有償貸与期間後は企業等が設備等をその時点での簿価で買い取ってい

ただくことになります。なお、これら設備等は、企業等における善良な管

理者の注意をもって適切に管理、報告する必要があります（研究開発以外

の業務に使用することはできません。）。 

 

（知的財産権の帰属等） 

Ｑ２７ 研究開発により生じた知的財産権は、誰に帰属するのか。 

  

Ａ２７ 研究開発により得られた知的財産権（特許権、実用新案権、意匠権、

プログラム及びデータベースに係る著作権等権利化された無体財産権及び

ノウハウ等）については、「産業技術力強化法第１９条」（日本版バイドー

ル条項）及び「コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律第２

５条」を適用し、同法第１９条に定められた一定の条件（出願・成果の報

告等）の下で、原則発明者の持ち分に応じて当該発明者が所属する機関に

帰属します。 

 

Ｑ２８ 研究期間終了後に成果に係る特許等を出願する場合、その帰属はどの

ようになるのか。 

  

 Ａ２８ Ｑ２７と同様の扱いとなります。 

 

（経費） 
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Ｑ２９ 支援費用は原則４８０万円以内とあるが、４８０万円を超えて申請す

ることは可能か。 

 

Ａ２９ ４８０万円は目途ですので、応募内容に対して適切であればこれを超

えて申請することは可能です。ただし、採択時に応募内容や直接経費の額

を調整させていただくことがあります。 

 

Ｑ３０ 間接経費とはどのようなものが該当するのか。 

 

Ａ３０ 間接経費は、本事業に採択された研究者の研究環境の改善などに活用

するための経費に充当してください。原則としてＪＳＴ企業化発関連事業

の取扱いに準じます。 

このほか、機関の長が研究課題の遂行に関連して間接的に必要と判断す

る経費が対象となりますが、直接経費として充当すべきものは対象外とし

ます。 

 

Ｑ３１ 「ポストドクター活用計画書」、「実施計画書」とは、どのようなもの

か。また雇用に関するする書類とは何か。 

 

Ａ３１ 「ポストドクター活用計画書」は申請時に提出する研究計画と人材育

成計画を合わせた書類です。「実施計画書」は本年度実施予定の研究開発及

び人材育成のための業務内容を具体的に取りまとめたもので、契約の実施

内容となります。詳細は採択課題決定後に説明する予定です。 

   また雇用に関する書類とは、企業等がポストドクターに雇用および雇用

する日を確約して通知する書類です。内定書、雇用通知書等でも結構です。 

 

（研究開発費の経理管理） 

Ｑ３２ いつからの計画を立てればよいのか。 

 

Ａ３２ 支援開始時期は、企業等がポストドクターを雇用した時期以降となり

ます。 

 

Ｑ３３ ポストドクターの人件費を企業等が一部負担する場合、支援費用の一

部を研究費としてよいか。 

 

Ａ３３ 企業等が人件費の一部または全額を負担する場合、計画に従って残り

の支援費用を研究費として支出することができます。 

 

（実施管理） 

Ｑ３４ 支援の進捗状況等の報告書の提出時期、形態等については、いつ頃連

絡があるのか。 
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Ａ３４ 支援期間中にＰＤ・ＰＯ・外部有識者によるフォローアップ及び評価

が実施されます。このため、企業等は支援の進捗状況（実施報告書）及び

提供を受けた研究開発費用の支出状況（支出結果報告書）等についての報

告を、契約終了後に提出しなければなりません。 

   またＪＳＴは支援終了後に、支援の完了報告書を求めます。 

 

（実施計画の変更） 

Ｑ３５ 支援期間中に実施計画を変更したい場合はどうすればよいか。 

  

Ａ３５ 支援期間中に実施計画の変更が必要となった場合は、速やかにＪＳＴ

にご相談下さい。プログラムオフィサー（ＰＯ）と協議させていただきま

す。 

 

（中止） 

Ｑ３６ 支援を途中で中止することはできるか。 

  

Ａ３６ 天災、その他のやむを得ない事由がある場合以外は、企業等の都合に

より途中で研究開発を中止することはできません。企業等の都合により中

止する場合、支出した支援費用の返還を求める場合があります。なお、支

援期間中、ＪＳＴが支援の進捗状況、成果等を勘案し、中止を判断するこ

とがあります。 

 

Ｑ３７ ＪＳＴ企業化開発関連の事業で実施していた課題が研究開発期間の途

中で中止となった場合、この事業も中止となるのか。 

 

Ａ３７ 本事業での課題の支援はＪＳＴ企業化開発関連事業の課題と同様に中

止となります。 

 

（支援終了後の扱い） 

Ｑ３８ 成果の公表では、どのようなことをしなければならないのか。 

 

Ａ３８ 支援終了後に、得られた成果を必要に応じて支障のない範囲内で発表

していただく場合があります。 

 

Ｑ３９ 支援終了後、調査はあるのか。 

  

Ａ３９ 研究開発終了後、必要に応じて調査にご協力いただきます。 

※支援終了後に、課題担当者の連絡先等に変更があれば問い合わせ先まで

ご連絡下さい。 

 



 

 

JST は男女共同参画を推進しています！ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JST では、科学技術分野における男女共同参画を推進しています。 

総合科学技術会議では、平成 22 年度までに国として取り組むべき科学技術の施策を盛り込んだ第

３期科学技術基本計画（http://www8.cao.go.jp/cstp/kihonkeikaku/index3.html）において、「女性

研究者の活躍促進」について述べています。日本の科学技術の将来は、活躍する人の力にかかってお

り、多様多才な個々人が意欲と能力を発揮できる環境を形成する必要があります。その一環として、

「期待される女性研究者の採用目標は、自然科学系全体としては 25％」と具体的数値目標が示され

ています。 

JST では、事業を推進する際の活動理念の 1つとして、「JST 業務に係わる男女共同参画推進計画を

策定し、女性研究者等多様な研究人材が能力を発揮できる環境づくりを率先して進めていくこと」を

掲げています。 

新規課題の募集・審査に際しては、男女共同参画の観点を踏まえて進めていきます。男女ともに参

画し活躍する研究構想のご提案をお待ちしております。 

研究者の皆様、男性も女性も積極的にご応募いただければ幸いです。 

独立行政法人科学技術振興機構 理事長 

北澤 宏一 

 

さらなる飛躍に向けて 

 

女性研究者の皆さん、さらなる飛躍に向けて、この機会に応募してみましょう。 

研究者に占める女性の割合は、13.0％（平成 19 年度末現在。平成 20 年度科学技術研究調査報告

（総務省）より）。上昇傾向にあるもののまだまだとても低い数字です。女性研究者が少ない理由

としては、出産・育児・介護等で研究の継続が難しいことや、女性を採用する受け入れ体制が整備

されていないこと、自然科学系の女子学生が少なく女性の専攻学科に偏りがあることなどがあげら

れています。 

このそれぞれの課題に対しては、国としても取り組みが行われています。同時に、女性自身の意

識改革も必要であると思います。「もうこれ以上は無理」、「もうこのくらいで良い」とあきらめた

りせず、ステップアップに向けてチャレンジしていって欲しいと思います。 

この機会に応募して、自らの研究アイディアを発展させ、研究者として輝き、後に続く後輩達を

勇気づけるロール・モデルとなっていっていただければと願っています。 

 

独立行政法人科学技術振興機構男女共同参画主監

小舘 香椎子

（日本女子大学教授）

※ JST 男女共同参画ホームページ：http://www.jst.go.jp/gender/ 



 

 

 

 

 

お問い合わせ先 
 
 

平成 21 年度 高度研究人材活用推進事業 
独立行政法人 科学技術振興機構 

イノベーション推進本部 産学連携展開部  

事業調整担当  

  Phone: 03-5214-7054 

  FAX:   03-5214-7064 

  E-mail: rp-acad@jst.go.jp 

 URL: http://www.jst.go.jp/rp-acad 
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